
 1 

 

平成20年12月19日 

各   位 

 

会 社 名 株 式 会 社 ア ウ ト ソ ー シ ン グ

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 土 井 春 彦

（コード番号：２４２７）

問合せ先   

役職・氏名 常務取締役経営企画本部長 鈴 木 一 彦

電 話 0 5 4 － 2 8 1 － 4 8 8 8  

 

 
定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成 20年 12月 19 日開催の取締役会において、平成 21年１月 28日開催予定の臨時株

主総会に「定款一部変更の件」について下記のとおり付議することを決議いたしましたので、お

知らせいたします。 

 

記 

 

１．定款一部変更の理由 

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する

法律」（以下「決済合理化法」という。）の施行及び株式会社フリーワーク（以下「フリーワーク」

という。）との合併に伴い、次のとおり変更を行うものであります。 

 

（１） 定款第２条（目的）について、フリーワークとの合併を機に、合併当事会社の事業内

容並びに子会社を含めた将来の事業展開を勘案して事業目的を追加し、併せて項数の

変更並びに一部字句の適正化を図るものであります。 

（２） フリーワークとの合併を機に、当社定款第３条（本店の所在地）を大阪市に改めるも

のであります。 

（３） 決済合理化法が平成21年１月５日に施行されたことに伴い、同法第６条第１項に定

める「みなし定款変更」に基づいて当社定款第６条（株券の発行）は削除されたも

のとみなされております。よって当社定款第６条は無効な定めとなるため、これを

削除するものであります。 

（４） その他、決済合理化法の施行及びフリーワークとの合併に伴い、規定の整備、条文の

加除に伴う条数の変更等所要の変更を行うものであります。 

 

なお、（１）及び（２）による変更については、「当社と株式会社フリーワークとの合併

承認の件」が承認され、本件合併の効力が発生することを条件として、変更の時期は効力発

生日とするものであります。 

 

２．変更の内容 

定款変更の内容は、別紙のとおりであります。 

 

３．日程 

臨時株主総会開催予定日 平成21年１月28日（水曜日） 

効力発生予定日  平成21年３月１日（日曜日） 

以上 
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（別紙） 
（下線は変更部分を示します。）   

現 行 定 款 変 更 案 
  

第１章  総 則 
 
（商 号） 
第1条  当会社は、株式会社アウトソーシングと称

し、英文では、OUTSOURCING Inc.と表示す

る｡   
 
（目 的） 
第2条  当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。 
1. 労働者派遣法に基づく一般労働者派

遣事業及び特定労働者派遣事業 
2. 職業安定法に基づく有料職業紹介事

業 
3. 構内清掃、構内雑役及び構内運搬請負

業務 
4. 工場、ビル等のメンテナンス業務 
5. 人、車の整理誘導業務及びホテルフロ

ント業務の請負 
6. 自動車運転請負業務 
7. 鉄、非鉄金属類及びガラスの製造加工

並びに表面処理加工請負業務 
8. 各種金属部品の研磨、加工請負業務 
9. 合成樹脂、パルプの製造加工、木材の

加工、紙類の製造、木製家具の製造、

組立の請負業務 
10. 自動車、自動二輪車等輸送用機器及び

建設機械・農業用機械等産業機械並び

にそれらの部品の製造、組立の請負 
11. 冷凍食品、インスタント及びレトルト

食品、缶詰、牛乳及び清涼飲料水等の

食料品の製造、加工、包装業務の請負 
12. 電気・電子通信機器及び家庭用電化製

品、光学機器、集積回路及びそれらの

部品の製造、加工、組立の請負 
13. ７号から 12 号に関する製品の販売の

請負 
14. 秘書、通訳、経理、コンピューターシ

ステムの操作、技術・事務処理の請負

及びそのコンサルティング業務 
 

15. 各種マーケティング業務、各種イベン

トの企画、運営、管理、各種商品の企

画、開発業務の請負 
16. コンピューターソフトウェア及び情

報通信システムの企画、開発、運用の

業務請負 
17. 要介護老人に対する入浴、その他日常

生活における介護サービスに関する

業務 
〔新   設〕 

18． 託児所の経営 
〔新   設〕 
〔新   設〕 
〔新   設〕 

 
第１章 総 則 

 
（商 号） 
第1条  〔現行どおり〕 
 
 
 
（目 的） 
第2条  当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。 
1. 〔現行どおり〕 

 
2. 〔現行どおり〕 

 
3. 〔現行どおり〕 

 
4. 〔現行どおり〕 
5. 〔現行どおり〕 

 
6. 〔現行どおり〕 
7. 〔現行どおり〕 

 
8. 〔現行どおり〕 
9. 〔現行どおり〕 

 
 

10. 〔現行どおり〕 
 
 

11. 〔現行どおり〕 
 
 

12. 〔現行どおり〕 
 
 

13. 〔現行どおり〕 
 

14. 秘書、通訳、経理、コンピューターシ

ステムの操作、技術・事務処理、職業

訓練の請負及びそのコンサルティン

グ業務 
15. 〔現行どおり〕 

 
 

16. 〔現行どおり〕 
 
 

17. 〔現行どおり〕 
 
 

18． 福利厚生施設の運営業務の請負 
19． 〔現行どおり〕 
20． 総合リース業 
21． 不動産の売買、貸借、管理並びに仲介 
22． 損害保険代理業 
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現 行 定 款 変 更 案 
〔新   設〕 
〔新   設〕 

19． 福利厚生施設の運営業務の請負 
20． 前各号に付帯する一切の業務 

 
（本店の所在地） 
第3条  当会社は、本店を静岡市に置く。 
 
（公告の方法） 
第4条  当会社の公告方法は、電子公告とす

る。ただし、事故その他やむを得ない事

由によって電子公告による公告をするこ

とができない場合には、日本経済新聞に

掲載して行う。 
 

第２章 株 式 
 
（発行可能株式総数） 
第5条  当会社の発行可能株式総数は、３２０，００

０株とする。 
 
（株券の発行） 
第6条  当会社は、株式に係る株券を発行する。 
 
（自己の株式の取得） 
第7条  当会社は、会社法第165条第２項の規定によ

り、取締役会の決議によって市場取引等によ

り、自己の株式を取得することができる。 
 
（株主名簿管理人） 
第8条  当会社は、株主名簿管理人を置く。 
２．  株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取

締役会の決議によって定め、これを公告する。 
３．  当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以

下同じ。）、新株予約権原簿及び株券喪失登録

簿の作成並びに備置きその他の株主名簿、新株

予約権原簿及び株券喪失登録簿に関する事務

は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社に

おいては取り扱わない。 
 

（株式取扱規程） 
第9条  当会社が発行する株券の種類、株主（実質株

主名簿に記載または記録された実質株主を含

む。以下同じ。）の氏名等株主名簿記載事項の

変更、その他株式または新株予約権に関する取

扱い及び手数料は、法令または本定款のほか、

取締役会において定める株式取扱規程による。 
 
第10条～第36条〔条文省略〕 
 
 

〔新   設〕 
 
 
 
 
 

〔新   設〕 

23． 生命保険の募集に関する業務 
24． 経営コンサルティング業務 

〔削   除〕 
25． 〔現行どおり〕 

 
（本店の所在地） 
第3条  当会社は、本店を大阪市に置く。 
 
（公告の方法） 
第4条  〔現行どおり〕 
 
 
 
 
 

第２章 株 式 
 
（発行可能株式総数） 
第5条  〔現行どおり〕 
 
 
 

〔削   除〕以下、１条繰り上げ 
 
 
第6条  〔現行どおり〕 
 
 
 
（株主名簿管理人） 
第7条  〔現行どおり〕 
２．  〔現行どおり〕 

 
〔削   除〕 

 
 
 
 
 
 
 
（株式取扱規程） 
第8条  株主名簿及び新株予約権原簿への記載また

は記録、その他株式または新株予約権に関する

取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての

手続等については、法令または本定款に定める

ほか、取締役会において定める株式取扱規程に

よる。 
 
第９条～第35条〔現行どおり〕 
 
附則 
第1条  当会社の株券喪失登録簿は、株主名簿管理人

の事務取扱場所に備え置き、株券喪失登録簿へ

の記載または記録に関する事務は株主名簿管

理人に取扱わせ、当会社においては取扱わな

い。 
 
第2条  当会社の株券喪失登録簿への記載または記
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〔新   設〕 
 

録は、法令または定款に定めるもののほか、取

締役会において定める株式取扱規程による。 
 
第3条  本附則第1 条乃至本条は、平成22 年1 月6

日をもってこれを削除する。 
 

以上 


